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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送電線鉄塔のアームに取付けられる取付金具と、その取付金具に吊下される一対の吊り
部材と、その両吊り部材の下端部の対向面に第１支軸により軸支されるとともに、上端部
が前記吊り部材の上部の間に位置される一対の中間部材と、その両中間部材の上端部の間
に上端部が第２支軸により軸支されるとともに、下側両端部に耐張碍子装置の取付部を有
し、かつ、高さ方向中間において前記両中間部材間にシェアピンが貫通されている垂直部
材とを有する懸垂吊状耐張碍子装置において、
　前記中間部材は、前記第２支軸の貫通部から前記シェアピンの貫通部までの部分を含み
、前記垂直部材に接触する上部と、前記第１支軸の貫通部を含み、前記吊り部材に接触す
る下部と、前記上部の下端と前記下部の上端を接続する中間部とを一体に有するとともに
、前記上部と前記中間部との接続部分及び前記中間部と前記下部との接続部分は、前記一
対の吊り部材を所定の間隔に保てるように屈曲されていること、及び、
　前記中間部材の屈曲部の内側にその屈曲部の直線化変形を防ぐ補強部材が設けられてい
ること、
を特徴とする懸垂吊状耐張碍子装置。
【請求項２】
　シェアピンが剪断されたことにより吊り部材、中間部材及び垂直部材が第１支軸及び第
２支軸周りに回転して一直線状に変化するときに、前記中間部材と前記垂直部材の接触す
る部分における一方の部材が他方の部材に食込まないように、又は前記中間部材と前記吊
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り部材の接触する部分における一方の部材が他方の部材に食込まないように、少なくとも
いずれかの前記一方の部材の両端部にＲが設けられていることを特徴とする請求項１に記
載の懸垂吊状耐張碍子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は懸垂吊状耐張碍子装置に係り、特に、左右両側に張設された送電線に不平衡張
力が発生したときに対処できるようにしたものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　図４（ａ）は、従来の不平衡張力発生に対処できる懸垂吊状耐張碍子装置の一部を省略
した正面図、同図（ｂ）はその右側面図である。
【０００３】
　図４（ａ），（ｂ）中、１は、送電線鉄塔のアーム（図示せず）へ取付けられる取付金
具、２ａ，２ｂは、その取付金具１から支軸３を介して吊下された二股状の吊り部材、４
ａ，４ｂは、それら吊り部材２ａ，２ｂの下端部に支軸５ａ，５ｂを介してそれぞれ軸支
され、通常時は、直立状に設けられる２枚の中間部材、６は、それら中間部材４ａ，４ｂ
間に位置してそれら中間部材４ａ，４ｂの上端部に支軸７を介して上端部が軸支された細
長の三角形状の垂直部材である。この垂直部材６の下側両端部には、支軸８ａ，８ｂを介
して耐張碍子装置９ａ，９ｂが対称的にそれぞれ連結されている。
【０００４】
　図４（ａ），（ｂ）中、１０は、シェアピンであって、中間部材４ａ，４ｂの支軸５ａ
，５ｂと支軸７とのほぼ中間付近に設けられている。すなわち、このシェアピン１０は、
両中間部材４ａ，４ｂと垂直部材６との間を貫通して設けられ、これら部材を連繋させて
いる。耐張碍子装置９ａ，９ｂから垂直部材６の下端に作用する不平衡張力がこのシェア
ピン１０を剪断する程に大きくないときには、中間部材４ａ，４ｂと垂直部材６とは重複
状態を維持することができる。
【０００５】
　上記構成の懸垂吊状耐張碍子装置において、例えば、図４（ａ）の左側に位置する図示
しない送電線に切断事故が発生した場合、右側に位置する耐張碍子装置９ｂ側に大きな不
平衡張力が発生する。
【０００６】
　シェアピン１０がこのような不平衡張力により剪断されると、図５に示されるように、
中間部材４ａ，４ｂと垂直部材６との間の拘束が解かれ、吊り部材２ａ，２ｂ、中間部材
４ａ，４ｂ及び垂直部材６が支軸５ａ，５ｂと支軸７を中心として回転して一直線状に変
形することにより、送電線の切断時における不平衡張力を緩和し、送電線鉄塔等を保護す
ることができる。
【０００７】
　なお、図４（ａ），（ｂ）及び図５では省略されているが、吊り部材２ａ，２ｂ、中間
部材４ａ，４ｂ及び垂直部材６が一直線状に開かれるときに、これらが徐々に開かれるよ
うにばねからなる緩衝部材（後述する図１（ａ），（ｂ）のイ参照）が設けられているが
、ここでは省略されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　上記従来の懸垂吊状耐張碍子装置は、送電線切断事故により張力の不平衡が発生したと
きの衝撃及び張力を緩和できるという特長を有しているが、懸垂吊状耐張碍子装置を構成
する部材のうち、中間部材４ａ，４ｂは、偏平な長板から形成され、かつ、実際は、図１
（ａ），（ｂ）を用いて後述するように、吊り部材２ａ，２ｂの間隔を所定の間隔を保つ
ために屈曲しているので、シェアピン１０が剪断して吊り部材２ａ，２ｂから垂直部材６
までの間が一直線状に変化するときに、中間部材４ａ，４ｂに加わる張力により中間部材
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４ａ，４ｂの屈曲部が直線化変形（ねじれ）を起こしてしまい、シェアピン１０を交換す
るだけでは、再使用することができなくなるおそれがあった。
【０００９】
　また、張力の不平衡によりシェアピン１０が剪断して吊り部材２ａ，２ｂから垂直部材
６までの間が一直線状に変化する場合、加わる張力により、支軸５ａ，５ｂで接続されて
いる吊り部材２ａ，２ｂの下端部同士及び中間部材４ａ，４ｂの上端部同士が接近するよ
うに変形して、各部材同士の接触面が不完全平行状態になるので、例えば、垂直部材６に
中間部材４ａ，４ｂが食込んで傷を付けてしまい、シェアピン１０を交換するだけでは、
再使用することができなくなるおそれがあった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記欠点を解決するためになされたものであって、その目的は、送
電線に不平衡張力が発生してシェアピンが剪断された場合に、シェアピンを交換するだけ
で再使用することのできる懸垂吊状耐張碍子装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、送電線鉄塔のアームに取付けられる取付金具と
、その取付金具に吊下される一対の吊り部材と、その両吊り部材の下端部の対向面に第１
支軸により軸支されるとともに、上端部が前記吊り部材の上部の間に位置する一対の中間
部材と、その両中間部材の上端部の間に第２支軸により上端部が軸支されるとともに、下
側両端部に耐張碍子装置の取付部をそれぞれ有し、かつ、高さ方向中間において前記両中
間部材間にシェアピンが貫通されている垂直部材とからなる懸垂吊状耐張碍子装置におい
て、(ａ)前記中間部材は、前記第２支軸の貫通部から前記シェアピンの貫通部までの部分
を含み、前記垂直部材に接触する上部と、前記第１支軸の貫通部を含み、前記吊り部材に
接触する下部と、前記上部の下端と前記下部の上端を接続する中間部とを一体に有すると
ともに、前記上部と前記中間部との接続部分及び前記中間部と前記下部との接続部分は、
前記一対の吊り部材を所定の間隔に保てるように屈曲されていること、及び、(ｂ) 前記
中間部材の屈曲部の内側にその屈曲部の直線化変形を防ぐ補強部材が設けられていること
を特徴としている。
【００１２】
　本発明の他の特徴は、前記シェアピンが剪断されたことにより前記吊り部材、中間部材
及び垂直部材が前記第１支軸及び第２支軸周りに回転して一直線状に変化するときに、前
記中間部材と前記垂直部材の接触する部分における一方の部材が他方の部材に食込まない
ように、又は前記中間部材と前記吊り部材の接触する部分における一方の部材が他方の部
材に食込まないように、少なくともいずれかの前記一方の部材の両端部にＲが設けられて
いることである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　以下に、本発明の実施の形態を説明する。図１は、一実施の形態に係る懸垂吊状耐張碍
子装置を示す図であり、（ａ）は一部を省略した正面図、（ｂ）は右側面図である。なお
、上記図４（ａ），（ｂ）及び図５と同じ機能を果たす部材には、下２桁の符号を同じ符
号としている。
【００１４】
　図１中、１０１は、送電線鉄塔のアーム（図示せず）へ取付けられる取付金具、１０２
ａ，１０２ｂは、その取付金具１０１から支軸１０３を介して吊下された二股状の吊り部
材、１０４ａ，１０４ｂは、それら吊り部材１０２ａ，１０２ｂの下端部に支軸(上記第
１支軸に相当)１０５ａ，１０５ｂを介してそれぞれ軸支され、通常時は、直立状に設け
られる２枚の中間部材であって、吊り部材１０２ａ，１０２ｂ間を所定の間隔に保てるよ
うに上下２箇所で屈曲されている。つまり、中間部材１０４ａ，１０４ｂは、それぞれの
上側の屈曲部よりも上側に存在する上部と、中間部材１０４ａ，１０４ｂの下側の屈曲部
よりも下側に存在する下部と、上下の屈曲部の間にあって、下部を上部から吊り部材１０
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２ａ，１０２ｂ側に所定距離隔てる中間部とを一体に有している。
【００１５】
　図１中、１０６は、中間部材１０４ａ，１０４ｂ間に位置し、それら中間部材１０４ａ
，１０４ｂの上端部に支軸(上記第２支軸に相当)１０７を介して上端部が軸支された細長
の三角形状の垂直部材である。この垂直部材１０６の下側両端部には、耐張碍子装置（図
４の９ａ，９ｂを参照）の取付孔（本発明の取付部に相当する。）１０９ａ′，１０９ｂ
′が対称的にそれぞれ設けられている。
【００１６】
　図１中、１１０は、シェアピンであって、支軸１０５ａ，１０５ｂと支軸１０７とのほ
ぼ中間付近に設けられている。すなわち、このシェアピン１１０は、両中間部材１０４ａ
，１０４ｂと垂直部材１０６との間に貫通させて設けられ、これら部材を連繋させている
。耐張碍子装置から垂直部材１０６の下端に作用する不平衡張力がこのシェアピン１１０
を剪断する程に大きくないときには、中間部材１０４ａ，１０４ｂの上部と垂直部材１０
６とが互いに接触し、かつ、中間部材１０４ａ，１０４ｂの下部と吊り部材１０２ａ，１
０２ｂとが互いに接触する重複状態を維持することができる。
【００１７】
　図１中、イは、ばね部材からなる緩衝部材であって、両中間部材１０４ａ，１０４ｂ及
び垂直部材１０６の上面部分を覆うように支軸１０７に設けられている。したがって、こ
の緩衝部材イは、吊り部材１０２ａ，１０２ｂ、中間部材１０４ａ，１０４ｂ及び垂直部
材１０６が一直線状に開かれるときに、これらが徐々に開かれるように機能することがで
きる。
【００１８】
　図１中、ロ，ロ…は、補強部材であって、中間部材１０４ａ，１０４ｂの屈曲部の内側
に、中間部材１０４ａ，１０４ｂの長手方向に延びる控壁状に形成されている。これら補
強部材ロ，ロ…は、中間部材１０４ａ，１０４ｂに溶接により取付けられて中間部材１０
４ａ，１０４ｂと一体化されている。図１（ａ）の太い線は、溶接部分を示している。し
たがって、これら補強部材ロにより、中間部材１０４ａ，１０４ｂの強度を格段に高める
ことができる。
【００１９】
　図１（ａ），（ｂ）中、二点鎖線で示される部材(丸１)は、ロック部材であって、懸垂
吊状耐張碍子装置に送電線を取付ける際にシェアピン１１０を保護するために用いられる
ものである。このロック部材(丸１)は、垂直部材１０６の両取付孔１０９ａ′，１０９ｂ
′に送電線（耐張碍子装置）がそれぞれ取付けられて平衡状態が保たれたときに取外され
る。
【００２０】
　図２は、図１（ａ）のＡ－Ａ線拡大断面端面図であって、吊り部材１０２ａと中間部材
１０４ａの下部との接触状態を示す。図３は、図１（ａ）のＢ－Ｂ線拡大断面端面図であ
って、垂直部材１０６と中間部材１０４ａ，１０４ｂの上部との接触状態を示す。これら
の図から明らかなように、相互に接触する部材（図２では、吊り部材１０２ａと中間部材
１０４ｂの下部、図３では、垂直部材１０６と中間部材１０４ａ，１０４ｂの上部）の一
方（図２では吊り部材１０２ａ、図３では中間部材１０４ａ，１０４ｂの上部）の両端縁
に丸みを形成して、いわゆるＲが設けられている。したがって、シェアピン１１０が剪断
されたことにより吊り部材１０２ａ，１０２ｂ、中間部材１０４ａ，１０４ｂ及び垂直部
材１０６が支軸１０５ａ，１０５ｂ及び支軸１０７周りに回転して一直線状に変化すると
きに一方の部材が他方の部材に食込むことを効果的に防止することができる。
【００２１】
　上記構成の懸垂吊状耐張碍子装置において、例えば、図１（ｂ）の左側に位置する図示
しない送電線に切断事故が発生した場合、右側に位置する取付孔１０９ｂ′に取付けられ
ている耐張碍子装置側に衝撃的な不平衡張力が発生する。
【００２２】
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　シェアピン１１０は、このような不平衡張力により剪断されると、上記図５に示される
ように、中間部材１０４ａ，１０４ｂと垂直部材１０６との間の拘束が解かれ、吊り部材
１０２ａ，１０２ｂ、中間部材１０４ａ，１０４ｂ及び垂直部材１０６が一直線上に変化
して、送電線の切断時における衝撃を緩和し、送電線鉄塔等を保護することができる。
【００２３】
　本発明では、中間部材１０４ａ，１０４ｂの屈曲部の内側に補強部材ロを設けたので、
その屈曲部の直線化が防止される。また、この屈曲部の直線化を防止したことと、互いに
接触する部材の一方の部材の両端部にＲを設けたことの相乗効果として、部材の相互接触
部分の食い込みによる損傷をさらに効果的に防止することが可能になった。
【００２４】
【発明の効果】
　本発明によれば、送電線切断事故により張力の不平衡が発生して、シェアピンが剪断し
たことにより吊り部材、中間部材及び垂直部材が一直線状に伸長したときに、屈曲されて
いる中間部材に極めて大きい張力が加わるが、中間部材の屈曲部の内側に補強部材を設け
たので、中間部材の屈曲部が直線化されることを有効に防止することができる。従って、
本発明によれば、送電線に不平衡張力が発生してシェアピンが剪断された場合に、シェア
ピンを交換するだけで懸垂吊状耐張碍子装置を再使用することができる。
【００２５】
　また、シェアピンが剪断されたことにより吊り部材、中間部材及び垂直部材が第１支軸
及び第２支軸周りに回転して一直線状に変化するときに、中間部材と垂直部材の接触する
部分における一方の部材が他方の部材に食込まないように、又は中間部材と吊り部材の接
触する部分における一方の部材が他方の部材に食込まないように、少なくともいずれかの
一方の部材の両端部にＲを設けたので、シェアピンが剪断したときの部材同士の食込によ
る損傷を防止することができるが、中間部材の屈曲部の内側に補強部材を設けて屈曲部の
直線化を防止したことと、互いに接触する部材の一方の部材の両端部にＲを設けたことの
相乗効果として、部材の相互接触部分の食い込みによる損傷をさらに効果的に防止するこ
とが可能になった。従って、本発明によれば、送電線に不平衡張力が発生してシェアピン
が剪断された場合に、シェアピンを交換するだけで懸垂吊状耐張碍子装置を再使用するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）は、本発明の一実施の形態に係る懸垂吊状耐張碍子装置の正面図、（ｂ
）は、その右側面図である。
【図２】　図１（ａ）のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図３】　図１（ａ）のＢ－Ｂ線拡大断面図である。
【図４】　（ａ）は、従来の懸垂吊状耐張碍子装置の正面図、（ｂ）は、その右側面図で
ある。
【図５】　シェアピンが剪断された状態を示す説明図である。
【符号の説明】
　５ａ，５ｂ　　支軸(第１支軸)
　７　　　　　　支軸(第２支軸)
　１０１　取付金具
　１０２ａ，１０２ｂ　吊り部材
　１０４ａ，１０４ｂ　中間部材
　１０６　垂直部材
　１０９ａ′，１０９ｂ′　取付孔
　１１０　シェアピン
　丸1　ロック部材
　イ　緩衝部材
　ロ　補強部材（リブ）
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